
（農地利用効率化等支援交付金）

※基準額＝目標年度における就農後経過年数×50万円

②　経営面積の拡大

③　労働時間の縮減

④　経営管理の高度化

⑤　新規就農

⑥　農業者の育成

【１点】

□
　農業研修生（外国人技能実習制度に基づく者を除く ） を受け入れている

【１点】　（受け入れた研修生が過去5年以内に認定農業者又は認定就農者となった場合は1点加点）

□ a

　栽培技術等の改善、作業の効率化等により農作業の一部又は全部の労働時間についてａからｃのうちいず
れかの取組に該当している

□ a
　目標年度までに10％以上
縮減する □ b

　目標年度までに20％以上
縮減する □ c

　目標年度までに50％以上縮減
する

【１点】 【2点】 【3点】

□

□ オ
有機JASの認証を受けている又は目標年度ま
でに認証を受けることとしている。

　青色申告を行っている又は目標年度までに行う
こととしている

【１点】 【１点】

□

【３点】

□ e

ア
　現在、法人化している又は目標年度までに
法人化することとしている □ イ

　ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．又はＡＳＩＡＧＡＰの認証を
取得している

【2点】 【１点】

別紙１

【４点】

　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を
受けている、又は目標年度に現状より２ha（施
設園芸作の場合は10％、果樹作の場合は
５％）以上の経営面積の拡大を行うこととしてい
る

【２点】
　ａからdまでに該当しない経営体で、目標年度に現状より経営面積の拡大を行うこととしている

【１点】

　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を
受けており、かつ、目標年度に現状より２ha（施
設園芸作の場合は10％、果樹作の場合は
５％）以上の経営面積の拡大を行うこととしてい
る

b

【５点】
　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受
けており、かつ、目標年度に現状より経営面積の
拡大を行うこととしている、又は目標年度に現状
より４ha（施設園芸作の場合は20％、果樹作の場
合は10％）以上の経営面積の拡大を行うこととし
ている

□ d

基準額
以上

【１点】

ポイント確認票（新規就農者用）

□ a

① 付加価値額の増加額目標ポイント

□

　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受
けており、かつ、目標年度に現状より４ha（施設園
芸作の場合は20％、果樹作の場合は10％）以上
の経営面積の拡大を行うこととしている

□

□

□
基準額の

10％増し以上
【2点】

□
基準額の

20％増し以上
【3点】

□
基準額の

30％増し以上
【4点】

□
基準額の

40％増し以上
【5点】

　事業実施年度に就農する者又は就農後5年度以内の者である（認定新規就農者に限る）

【2点】
　50歳までに就農した者である（法人にあって
は、役員の過半が50 歳以下である場合に限
る）

【2点（加点事項）】

□ ｂ

　新規就農者育成総合対策のうち、経営開始資
金等の交付期間中に経営を発展させて交付を終
了した者である

【１点（加点事項）】

c

□ ウ
農業版ＢＣＰ（事業継続計画）を策定している

□ エ



⑦　女性の取組

⑧　輸出の取組

氏名または法人名

□

□ ア

　女性農業者（自らが農業
経営を行っている又は部門
間で区分経理を行っている
場合に当該部門の責任者
である者に限る。）

□ イ

　代表者が女性である又は
役員若しくは構成員のうち
女性が過半を占める法人又
は任意組織

□ ウ

　法人又は任意組織であって、
部門間で区分経理を行ってお
り、女性が当該部門の責任者で
あるもの

【３点】 【３点】 【３点】

代表者（法人の場合）

①～⑧　該当項目の合計点数 点

【１点】

　以下のいずれかに該当する取組である

　助成対象者又は助成対象者が所属する団体等が策定した輸出事業計画の認定がされており、導入する
機械等がその計画の取組内容に関連している


